
会議の概要(議事録) 

 

会議の名称 
（番号） 

 
墨田区いじめ問題対策協議会(登録番号：１－４１) 

開 催 日 時  平成２７年 ３ 月  １８日（水 ）   １ 時 ３０ 分から ２時００ 分まで 

開 催 場 所 墨田区役所 リバーサイドホール 1階会議室 

出 席 者 数  ３０人 

会 議 の 公 開 

（ 傍 聴 ） 

公開(傍聴できる) 部分公開(部分傍聴で

きる） 

非公開(傍聴できない) 

傍聴者

数 
１人 

議 題 

１ 副会長の指名について 

 

２  区立学校におけるいじめの現状について 

 

３ 墨田区いじめ防止対策基本方針（案）について 

配布資料 

 

 

 

１ 墨田区いじめ問題対策協議会規則          資料１ 

２ 墨田区いじめ問題対策協議会委員名簿        資料２ 

３ 区立学校におけるいじめの現状           資料３ 

４ 墨田区いじめ防止対策基本方針（案）         資料４ 

 

会議概要 

１ 開会 

  庶務課長が、委員に対し協議会の設置経緯について説明した後、配布し

た名簿により委員を紹介した。 

２ 会長挨拶 

  協議会会長である墨田区長が挨拶した。 

３ 副会長の選任 

  会長が、久保副区長を選任し、委員から了承された。 

４ 指導室長が区立学校におけるいじめの現状について説明した。 

５ 指導室長が「墨田区いじめ防止対策基本方針（案）」について説明し、

質疑がされた後、委員から了承された。 



【主な意見等】 

① いじめが原因となる子供の貧困について、どのように考えているか。 

また、いじめ解消の経過観察はどの程度行うのか。 

② いじめの定義とあるが、けんかといじめの区別が難しく、人によって認識 

の差がある。 

また、いじめを行う子は、継続していじめを繰り返す傾向がある。 

③ いじめの問題に関して、教育委員会は教員を守ってほしい。 

教員が注意すると、子供たちが反発して、なかなか指導できない場面があ

る。 

教員を守るプログラムもあるといい。 

④ 意見であるが、保護者等への研修、周知を行い、いじめに対する理解を深 

め、一定の共通認識を持たせることが大切である。 

親は、子供のこととなると周囲が見えなくなり説明しても納得しないこ

とが多い。 

解決策を間違えると大きな問題となる傾向にある。 

所 管 課 教育委員会事務局庶務課 

 

 


